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な
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に
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質
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に
対
し
、
別
紙
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送
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す
る
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お
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一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
は
、
現
在
、
裁
判
所
に
係
属
中
の
事
件
に
関
わ
る
事
柄
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
条
に
お
い
て
、
「
裁
判
所
は
、
民
事
訴
訟
が
公

正
か
つ
迅
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
努
め
、
当
事
者
は
、
信
義
に
従
い
誠
実
に
民
事
訴
訟
を
追
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
国
は
、
当
事
者
と
し
て
、
引
き
続
き
、
適
切
な
訴
訟
進
行
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め
て

ま
い
り
た
い
。 


